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アフタースクール利用児童の保護者 様 

 

 

                      丹波市教育委員会 

 教育長 岸田 隆博  

 

４月７日からのアフタースクールの実施について（お知らせ） 

 

 現在、アフタースクールにつきましては、感染拡大防止の観点から、利用でき

る児童や開所時間を限定して実施していますが、小学校の新学期が始まります４

月７日からについては、通常通りのアフタースクールの実施（受け入れは新１年

生～新６年生の児童）となります。 

 保護者の皆さまには長らくご負担をおかけしておりましたが、新学期からは

児童の健康や体調にご注意いただきながら、ご利用くださいますよう、お願い

いたします。 

 

※開所時間は通常通り 8時から 18時まで、延長保育は最大 19時までとなります。 

 

※アフタースクールの利用予定については、先にアフタースクールにご提出い

ただいています利用予定表の通りとさせていただきます。 

※利用予定に変更がある場合はアフタースクールまでお申し出ください。 

※まだアフタースクールに利用予定表をご提出されていない方は、早急にアフ

タースクールに提出してください。 

 

 
 
 

【お問合せ】 
各アフタースクール  または 
丹波市教育委員会 子育て支援課 
          TEL70-0813 


